
 
児童福祉法 
第十条 市町村はこの法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 
 一 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 
 二 （省略） 
 三 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに調査及び 
   指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 
 四 （省略） 
 
 
児童虐待の防止等に関する法律 
第十三条の四 地方公共団体の機関及び病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童の医

療、福祉又は教育に関係する機関（地方公共団体の機関を除く。）並びに医師、歯科医師、

保健師、助産師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童の医療、福祉又は

教育に関連する職務に従事する者は、市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児

童相談所長から児童虐待に係る児童又はその保護者の心身の状況、これらの者の置かれて

いる環境その他児童虐待の防止等に係る当該児童、その保護者その他の関係者に関する資

料又は情報の提供を求められたときは、当該資料又は情報について、当該市町村長、都道府

県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所が児童虐待の防止等に関する事務又は業務の

遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があるときは、これを提供す

ることができる。ただし、当該資料又は情報を提供することによって、当該資料又は情報に

係る児童、その保護者その他の関係者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあ

ると認められたときは、この限りでない。 
 
 
住民基本台帳法 
第三十四条 市町村長は、定期に、第七条及び第三十条の四十五の規定により記載をすべき

ものとされる事項について調査をするものとする。 
２ 市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第七条及

び第三十条の四十五の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をすること

ができる。 
３ 市町村長は、前二項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関

係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。 
４ （省略） 
 
 

根拠法令（抜粋） 


